
 

 

遺伝子組み換え(GMO)

標準物質カタログ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEISHIN TRADING CO.LTD. 



▶遺伝子組み換え表示義務 
・平成31年、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成31年
内閣府令第24号)が公布され、令和5年4月1日に施行されます。 
この改正に伴い、「遺伝子組み換えでない」旨の表記は適切に分別
生産流通管理を行った上で、遺伝子組み換え農産物の混入がない
と認められる対象農産物及びこれを原料とする加工食品に限り、表
示できるようになります。 
このため、「遺伝子組み換えでない」旨の表記は適切な標準物質を用
いた分析が必要です。 
 

 

▶頒布機関：IRMMとは 
・IRMMとはJRC(欧州委員会の共同研究センター)の研究所の一つで

す。現在IRMMが欧州委員会から資金提供を受けたCRM政策の責

任を一手に担っています。 

※IRMMの認証書例は標準物質リストの最後に掲載しております。 

 

 

▶RM(標準物質) 
・規定特性について、十分均質かつ安定であり、測定プロセスでの使

用目的に適するように作製された物質の総称。 

 

 

▶CRM(認証標準物質) 
・規定特性について、計量学的に妥当な手順によって値付けされ、規

定特性の値及びその不確かさ並びに計量学的トレーサビリティを記載

した認証書がついている標準物質。 

・ISO17034(標準物質生産者認定の能力に関する一般要求事項)の

要求項目をすべて満たしている標準物質。



 
 

 

 

 

 
 

      

      

  

 

 
 

 

   

      

 
 

 

 
 

 

    

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

      

      

      

      

      



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


